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手続きの見直しの背景

（１）諮問理由（抜粋）〔H20.6.20 国土交通大臣→社会資本整備審議会会長〕

・・・・幹線道路網の計画立案段階から供用後の管理を行う段階に至るまでの一連のプロセスにお

いて、意思決定の透明性・公正性・妥当性を確保し、国民の理解と協力を得ていくことが強く求めら

れている。

こうした状況を踏まえ、一連のプロセスにおける意思決定の透明性・公正性・妥当性を確保しつ

つ、効率的かつ効果的に幹線道路網の整備・管理を進める観点から、その整備・管理のあり方につ

いて、幅広い観点で検討を進めることが必要である。

（２）国土交通大臣の発言〔H20.3.28 記者会見〕

全国的な自動車交通網を形成する次の路線については、路線指定や区間指定など手続きの節目

節目で社会資本整備審議会（道路分科会）に諮るとともに、そのうち重要な事項については、国幹

会議に報告する方向で、手続きを定めることとする。

①高規格幹線道路のうちの一般国道自動車専用道路

②高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路

③高規格幹線道路を補完する広域的な機能を有する地域高規格道路
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１．わが国の道路網は、以下の３つの道路から構成されている。

１）国土構造の骨格として、国土全体の経済社会活動を支える広域的な幹線道路網［高速自動車国道、一般国道］

２）地域社会の生活基盤として地方生活圏内での広域的活動を可能とする地域的な幹線道路網［都道府県道、幹線市町村道］

３）居住環境を形成する地域内の一般道路［区画道路等の一般市町村道］

２．高規格幹線道路等の広域的な幹線道路は、延長比率が小さいものの、多くの交通量（特に大型貨物車）を分担している。

約 7,363km 高速自動車国道 （約0.6%）

約 22,000km 直轄国道 （約1.9%）

約 32,000km 補助国道 （約2.7%）

約 128,700km 都道府県道 （約10.9%）

約 992,700km 市町村道 （約83.9%）

合 計 約 1,183,000km （100.0%）

2７%

61%

11%

国際標準コンテナを輸送する
「物流基幹ネットワーク」
29,000kmの構成

交通量の分担
（走行台キロベース）

大型貨物車
交通量の分担
（走行台キロベース）

道路網全体における構成延長比率

9%

19%

72%

24%

30%

46%

H17年度全国道路・街路交通情勢調査による

道路網の構成と幹線道路網の機能・役割

高規格等
0.7％

高規格等
10％ 高規格等

26％ 高規格等
30％

※ 都道府県道には主要地方道を含む

平成１８年度末
（2006年）

（平成17年４月１日現在。）
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・「四全総」(昭和62年6月30日閣議決定)及び「２１世紀の国土の
グランドデザイン」(平成10年3月31日閣議決定)で国土の骨格と
なる基幹的な高速陸上交通網を形成するものとして構想

高速自動車国道
(全体計画：１１，５２０㎞)

一般国道自動車専用道路
(全体計画：約２，４８０㎞)

高規格幹線道路 （全体構想：約１４，０００ｋｍ）

高規格幹線道路の体系、位置づけ

【体系】

【位置づけ】

全国的な自動車交通網を構成する高規格幹線道路網については、高速交通サービスの全国的な普及、

主要拠点間の連絡強化を目標とし、地方中枢・中核都市、地域の発展の核となる地方都市及びその周

辺地域等からおおむね１時間程度で利用が可能となるよう、およそ１万４千キロメートルで形成する。

第四次全国総合開発計画（昭和６２年６月３０日閣議決定）
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高規格幹線道路の整備状況

９，３４２ｋｍ
※２

７１２ｋｍ②
１，１３５ｋｍ ２，０４５ｋｍ 約４８０ｋｍ

供用
７，５５３ｋｍ①

高速自動車国道
１１，５２０ｋｍ

事業中
９７８ｋｍ⑥

※１ 既事業化区間を含む
※２ 高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路
※３ 一般国道自動車専用道路の供用延長には、一般国道のバイパス等を活用する区間が含まれる

平成２０年４月現在

事業中
１，７８９ｋｍ④

事業中
３３１ｋｍ⑤※２

一般国道自動車専用道路
約２，４８０ｋｍ

高規格幹線道路
約１４，０００ｋｍ

整備計画段階 整備計画段階※１

供用※３

１，０６７ｋｍ③供用

高規格幹線道路の供用延長（①＋②＋③）：９，３３２ｋｍ
高規格幹線道路の事業中延長（④＋⑤＋⑥）：３，０９８ｋｍ
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高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路
に関する答申等

「今後の有料道路制度のあり方について（高速自動車国道につい
て）」
（平成７年１１月３０日 道路審議会中間答申より抜粋）

一方、今後の高速自動車国道の建設予定地域の中には、高速

自動車国道計画のほかにこれと並行して混雑解消や山間部の隘

路解消のため一般国道の整備が急務となっている場合もある。こ

のように並行して２つの道路計画がある場合、高速自動車国道と

一般国道の両方を各々建設するのではなく、両者の性格をあわ

せもった１つの道路を建設することが投資効率等の面から有効で

あることも多い。

具体的には、一般国道の整備に際して高速走行可能な自動車

専用道路として建設することにより、一般国道としての役割も果た

しつつ高速自動車国道の機能を代替させ、高速ネットワークの一

部として活用する方策が考えられる。

高速自動車国道（将来）（イメージ図）

高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路

渋滞解消や防災対策など国道が有する課題に緊急に対応する観点から、一般国道のバイパスを、高速自動車
国道との二重投資を避けるために自動車専用道路として整備し、高速自動車国道の機能を当面代替することが
可能な路線。

高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路とは
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高速自動車国道に並行する
一般国道自動車専用道路

一般国道自動車専用道路高速自動車国道

国幹会議

国幹会議

基本計画決定
（大臣）

整備計画決定
（大臣）

関係都道府県 意見聴取

基本計画決定
（道路局長）

整備計画決定
（道路局長）

新規事業化

≪ﾙｰﾄ・構造規格の具体化≫

≪事業化段階≫

都市計画決定
（環境影響評価）

都市計画決定
（環境影響評価）

（新規事業採択時評価）（新規事業採択時評価）

予定路線 路線の指定

高規格幹線道路等の現在の手続き

構想段階ＰＩ 構想段階ＰＩ

新規事業化

都市計画決定
（環境影響評価）

（新規事業採択時評価）

構想段階ＰＩ

１．高速自動車国道は、基本計画、整備計画の策定について、国土開発幹線自動車道建設会議（以下、国幹会議）の議を経て、

大臣が決定している。一般国道自動車専用道路等については、現在、第三者機関における審議はなされていない。

渋滞対策、防災等、基礎調査の実施
改築等調査の実施

新規事業化
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地域高規格道路とは

【沿道アクセスコントロール（副道設置）タイプ】

１．地域高規格道路は、高規格幹線道路網を補完し地域相互の交流促進等の役割を担う道路であり、具体的には以下の３つ

の機能を確保するため、地域の実情を踏まえながら、概ね60km/hの旅行速度の確保を目指す。

１）通勤圏域の拡大や都市と農山村地域との連携の強化による地域集積圏の拡大を図る

２）高規格幹線道路を補完し、物資の流通、人の交流の活性化を促し地域集積圏間の交流を図る

３）空港・港湾等の広域的交流拠点や地域開発拠点等との連絡を図る

２．構造規格は、沿道の土地利用状況や交通特性など地域の事情に合わせて、沿道のアクセスをコントロールするタイプや、

サービス速度を確保できる場合は、コスト縮減などの観点から、現道の活用や平面交差を設けることなどができる。

高規格幹線道路により接続

高規格幹線道路を補完し、
人流、物流を活発化

【交流機能】【連携機能】

渋滞する一般道

通勤圏の拡大
地域高規格道路

地
域
高
規
格
道
路

農山村地域との連携強化

地域高規格道路

港湾との連結

地域高規格道路

地域高規格道路

空港との連結

【連結機能】

港湾

空港

周辺都市

農山村

地域の中核都市
経済活動・生活の中心

主要拠点

主要拠点

地域拠点

現道活用

新規整備区間

新規整備区間

線形劣悪・通行規制区間

線形劣悪・通行規制区間

トンネル区間

崖 崖

崖

【現道活用のイメージ】
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地域高規格道路

地域高規格道路の現在の手続き

１．地域高規格道路は、調査区間や整備区間を指定しながら、都市計画決定や新規事業採択時評価など、所要の手続きを経

て、事業を実施している。

調査区間指定
（道路局長）

新規事業化

整備区間指定
（道路局長）

都道府県等から
指定候補の報告

都道府県等から
指定候補の報告

都市計画決定
（環境影響評価）

構想段階ＰＩ

（新規事業採択時評価）

計画路線の指定

広域道路整備基本計画
≪ﾙｰﾄ・構造規格の具体化≫

≪事業化段階≫



高規格幹線道路の手続きその他の道路計画の流れ

予定路線 路線の指定

基本計画 基本計画

新規事業化新規事業化

渋滞対策協議会など地元自治
体との議論を通じて課題抽出

幹線道路網協議会での議論

構想段階のPI

新規事業化

国土形成計画（全国計画）

広域地方計画

全国

ブロック別

・個別面的開発、施設整備などが位置づけ

国レベル

ブロックレベル

都道府県レベル

道路計画 国土・地域計画

都計法に基づく
都市計画手続き
（アセス法に基づく

手続き）

国土・地域計画

高速自動車国道
一般国道
自動車専用道路

階層に応じた調整

広域地方計画

調整

整備計画 整備計画
都市計画手続き

環境アセスメント手続き

計画体系の考え方

高規格幹線道路の考え方(6つの機能)
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